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住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付

　
　
手
数
料
が
無
料
に
な
り
ま
す

児
童
扶
養
手
当
制
度

市
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

対象
人数

1人

2人

４１，７２０円

４６，７２０円

４１，７２０円～

４６，７１０円～

９,８８０円

１４,８５０円

全部支給 一部支給

入
居
さ
れ
る
人
の
所
得

に
応
じ
て
決
定
し
ま
す

住宅名（所在）

勝間団地
（高瀬町下勝間）

西野団地
（詫間町詫間）

曽保団地
（仁尾町仁尾甲）

構　造

１

１

１

１

戸数 使　用　料

公

営

住

宅

　
平
成
２０
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２３
年
３
月
３１
日

ま
で
の
３
年
間
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付

手
数
料
５
０
０
円
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
電
子
政
府
・
電
子
自
治
体
の
構
築
の

た
め
、
国
に
よ
り
交
付
手
数
料
の
財
政
措
置
（
３

年
間
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

カ
ー
ド
の
申
請
発
行

　
市
民
課
（
高
瀬
庁
舎
）

申
請
時
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑
・
本
人
確
認
が
で
き
る
運
転
免
許
証
な
ど

・
顔
写
真
付
の
場
合
は
、
顔
写
真
（
３.５
cm
×
４.５

　
cm
・
カ
ラ
ー
、
白
黒
ど
ち
ら
で
も
可
・
６
カ
月
以

　
内
に
撮
影
し
た
無
帽
・
正
面
・
無
背
景
の
も
の
）

　
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
的
個
人
認
証
申
請
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り

　
５
０
０
円
が
必
要
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

　
市
民
課
　
☎
７３
・
３
０
０
５
　

　
児
童
扶
養
手
当
は
、
離
婚
・
死
亡
等
に
よ
り
父
が
い
な
い
児
童
や
、
父

が
重
度
の
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童
を
育
て
て
い
る
母
ま
た
は
養
育
者

に
対
し
て
、
そ
の
児
童
が
１８
歳
に
な
っ
た
年
度
末（
障
が
い
が
あ
る
場
合
は

２０
歳
未
満
）ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
対
象

①
父
母
が
離
婚
し
た
後
、
父
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童

②
父
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
が
重
度
の
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童

④
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児
童

⑤
父
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童

⑥
父
が
引
き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た
児
童

⑧
す
て
子
な
ど
で
、
母
が
児
童
を
懐
胎
し
た
当
時
の
事
情
が
不
明
で
あ
る

　
児
童
　

手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合

①
児
童
や
母
ま
た
は
養
育
者
が
、
公
的
年
金
や
遺
族
補
償
等
を
受
け
て
い

　
る
と
き

②
児
童
が
里
親
に
委
託
さ
れ
た
り
、
児
童
福
祉
施
設
等
（
通
園
施
設
は
除

　
く
）
に
入
所
し
て
い
る
と
き

③
児
童
が
障
が
い
を
有
す
る
父
に
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
の
加
算
の
対
象

　
と
な
っ
て
い
る
と
き

④
児
童
や
母
ま
た
は
養
育
者
が
日
本
国
内
に
住
ん
で
い
な
い
と
き

⑤
母
親
が
婚
姻
（
事
実
婚
含
む
）
し
て
い
る
と
き

⑥
児
童
が
父
親
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
き

⑦
平
成
１５
年
３
月
３１
日
以
前
に
支
給
要
件
に
該
当
し
て
か
ら
５
年
を
経
過

　
し
て
い
る
と
き

手
当
額
（
月
額
）

※
３
人
目
以
降
は
、
３,
０
０
０
円
ず
つ
加
算
さ
れ
ま
す
。

※
一
部
支
給
額
は
、
所
得
に
よ
り
１０
円
単
位
で
減
額
さ
れ

　
ま
す
。

※
所
得
に
よ
り
手
当
の
全
部
の
支
給
が
停
止
さ
れ
る
場
合

　
が
あ
り
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

　
子
育
て
支
援
課
　
☎
７３
・
３
０
１
６

申
し
込
み
が
で
き
る
人

（
次
の
条
件
を
す
べ
て
備
え
て
い
る
人
）

①
市
内
に
住
所
ま
た
は
勤
務
場
所
を
有
す
る
人

②
同
居
の
親
族
か
、
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
い
る
人

③
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
人

④
市
町
村
税
等
を
滞
納
し

　
て
い
な
い
人

⑤
世
帯
の
月
額
所
得
が
基

　
準
の
範
囲
内
で
あ
る
こ

　
と
。

⑥
申
込
者
ま
た
は
同
居
親

　
族
が
暴
力
団
員
で
な
い

　
こ
と
。

（
注
）
一
定
の
条
件
を
満

た
す
場
合
、
単
身
入
居
も

可
能
で
す
。

必
要
書
類

　
住
宅
課
ま
た
は
高
瀬
事

業
課
・
各
支
所
事
業
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

入
居
の
決
定

　
入
居
者
選
考
委
員
会
に
よ
り

選
考
し
、
決
定
さ
れ
ま
す
。

入
居
予
定

　
平
成
２０
年
５
月
上
旬

申
し
込
み
期
間

　
入
居
希
望
者
は
、
４
月
１
日（
火
）か
ら
１５
日（
火
）の
午
前
８

時
３０
分
か
ら
午
後
５
時
（
土
、
日
は
除
く
）
ま
で
に
、
必
要
書

類
を
持
っ
て
住
宅
課
ま
た
は
高
瀬
事
業
課
・
各
支
所
事
業
課
ま

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
し
込
み
期
間
以
外
の
受

付
は
一
切
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
　
住
宅
課
　
☎
６２
・
１
１
３
１
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